
第Ⅰ 熊本県の保護の動向 

 
（平成３０年度（２０１８年度）総括） 

１ 保護世帯、人員及び保護率の状況 

   本県の保護の動向は、昭和５９年度（１９８４年度）以降は減少傾向が続き、平成８年度（

１９９６年度）には保護率７．３３‰となりました。その後、平成９年度（１９９７年度）か

ら増加に転じていましたが、平成２７年度をピークとして減少にて転じ、平成３０年度（２０

１８年度）の年度平均で、被保護世帯数１９，３８９世帯（前年度比２２０世帯減少）、被保護

人員２４，７８２人(同６２４人減少)、保護率１４．１１‰（同０．２８‰下降）となり、世

帯、人員ともに減少しています。 

 

２ 事務所別保護の状況 

福祉事務所ごとの年度平均保護率をみると、熊本市を除く市部の最高は荒尾市の１８．５８

‰、最低は合志市の４．６１‰、郡部の最高は芦北の８．６９‰ 、最低は天草の３．２９‰と

なっており、地域間で保護率の大きな差異が見られます。 

 

３ 世帯類型別の状況 

   本県の年度平均世帯数を世帯類型別にみると、高齢者世帯１０，５０９世帯（５４．４％）、

母子世帯８０５世帯（４．２％）、障がい者世帯３，３９６世帯（１７．６%）、傷病者世帯１，

８１１世帯(９．４％）、その他世帯２，７８３世帯（１４．４％）となっており、高齢者世帯

が約半数を占める状況が続いています。 

 

４ 労働力類型別の状況  

   本県の年度平均世帯数を労働力類型別にみると、非稼働世帯が１６，６７３世帯、構成比８

６．４％と、ここ数年は横ばい状態で、依然として高い数値となっています。 

 

５ 保護の申請、開始及び廃止の状況 

   本県の年間累計では、前年度と比して、申請件数が２０３件増の３，４５２件で、開始件数

は１５４件増の２，９７３件と廃止件数とほぼ同数の２，９７２件（１４０件減）となってい

ます。 

 

６ 保護の開始・廃止の理由別状況 

   保護開始件数を理由別にみると、年員・仕送り等の減少が３６．８％と最も多く、その割合

はここ５年間で最も高くなっている。次に多いのが世帯主の傷病によるものの２０．９％で、

前年度より３．６ポイント減少となっている。 

保護廃止件数を理由別にみると、死亡等による廃止が３６．２％と最も多く、被保護者の高

齢化の影響もあり、その割合は年々増加している。次に多いのが稼働収入の増加によるもので 

 １９．１％とここ５年間で最も高くなっている。 

 

７ 保護開始世帯の保護歴・保護廃止世帯の受給期間別状況 

   保護開始世帯の保護歴の有無についてみると、保護歴なしの世帯が７４．６％、前年度比２

．４ポイント減となっています。また、保護廃止世帯の保護受給期間をみると、１年未満が２

２．２％、１年～３年未満が２３．８％、３年以上が５４．０％となっています。 

 

８ 医療扶助の状況 

   医療扶助人員の年度平均は１９，８５７人で、被保護人員に占める割合である医療扶助率は

８０．１％（前年度比１．１ポイント増）と、約８割の被保護者が受給しています。医療扶助

人員のうち入院が１，６５７人（入院率８．３％）となっており、このうち精神疾患による入

院が８５５人と、入院のうち５１．６％を占める状況にあります。 


